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病 院 局 管 理 規 程

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の施行に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 坂 出 徹

鳥取県病院局管理規程第５号

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の施行に関する規程の一部を改正する規程

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の施行に関する規程 (平成７年鳥取県病院局管理規程第９号) の一部

を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削る｡
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改 正 後 改 正 前

(療養の給付等及びその使用料の額)

第２条 条例第５条第２項ただし書の療養の給付等で

企業管理規程で定めるものは､ 次の表の左欄に掲げ

る療養の給付等とし､ 当該療養の給付等に係る同項

ただし書の企業管理規程で定める額は､ 同表の右欄

に定める額とする｡

(療養の給付等及びその使用料の額)

第２条 条例第５条第２項ただし書の療養の給付等で

企業管理規程で定めるものは､ 次の表の左欄に掲げ

る療養の給付等とし､ 当該療養の給付等に係る同項

ただし書の企業管理規程で定める額は､ 同表の右欄

に定める額とする｡

療養の給付等 金 額 療養の給付等 金 額

１ 労働者災害補償 11円50銭に診療報酬の告示の １ 労働者災害補償 11円50銭に療養費の告示の医

�����
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保険法 (昭和22年

法律第50号) 第

13条第１項の療養

の給付又は同法第

22条第１項の療養

給付

医科診療報酬点数表又は歯科

診療報酬点数表による点数を

乗じて算定した額及び食事療

養費の告示に基づき同告示に

定める食事療養の費用額算定

表により算定した額に別に管

理者が定める率を乗じて得た

額

保険法 (昭和22年

法律第50号) 第

13条第１項の療養

の給付又は同法第

22条第１項の療養

給付

科診療報酬点数表又は歯科診

療報酬点数表による点数を乗

じて算定した額及び食事療養

費の告示に基づき同告示に定

める食事療養の費用額算定表

により算定した額に別に管理

者が定める率を乗じて得た額

２ 老人保健法 (昭

和57年法律第80号)

第12条第５号の医

療 (医療費の支給

を除く｡) 及び同

条第５号の２の食

事療養 (医療費の

支給を除く｡) の

給付

診療報酬の告示に基づき同告

示に定める医科診療報酬点数

表又は歯科診療報酬点数表に

より算定した額及び食事療養

費の告示により算定した額

２ 老人保健法 (昭

和57年法律第80号)

第12条第５号の医

療 (医療費の支給

を除く｡) 及び同

条第５号の２の食

事療養 (医療費の

支給を除く｡) の

給付

医療の告示に基づき同告示に

定める老人医科診療報酬点数

表又は老人歯科診療報酬点数

表により算定した額及び老人

食事療養費の告示により算定

した額

３ 自動車損害賠償

保障法 (昭和30年

法律第97号) の規

定による損害賠償

の対象となる療養

の給付等 (健康保

険法 (大正11年法

律第70号) その他

の法律の規定によ

る療養の給付等を

受ける場合を除く｡)

15円に診療報酬の告示の医科

診療報酬点数表又は歯科診療

報酬点数表による点数を乗じ

て算定した額及び食事療養費

の告示に基づき同告示に定め

る食事療養費の費用額算定表

により算定した額に別に管理

者が定める率を乗じて得た額

３ 自動車損害賠償

保障法 (昭和30年

法律第97号) の規

定による損害賠償

の対象となる療養

の給付等 (健康保

険法 (大正11年法

律第70号) その他

の法律の規定によ

る療養の給付等を

受ける場合を除く｡)

15円に療養費の告示の医科診

療報酬点数表又は歯科診療報

酬点数表 (老人保健法による

医療 (医療費の支給を除く｡)

の給付を受けるものにあって

は､ 医療の告示の老人医科診

療報酬点表又は老人歯科診療

報酬点表) による点数を乗じ

て算定した額及び食事療養費

の告示に基づき同告示に定め

る食事療養費の費用額算定表

(老人保健法による医療 (医

療費の支給を除く｡) の給付

を受けるものにあっては､ 老

人食事療養費の告示) により

算定した額に別に管理者が定

める率を乗じて得た額

備考

１ この表において ｢診療報酬の告示｣ とは､ 平

成18年厚生労働省告示第92号 (診療報酬の算定

方法) をいう｡

２ この表において ｢食事療養費の告示｣ とは､

平成18年厚生労働省告示第99号 (入院時食事療

養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する

基準) をいう｡

備考

１ この表において ｢療養費の告示｣ とは､ 平成

６年厚生省告示第54号 (健康保険法の規定によ

る療養に要する費用の額の算定方法) をいう｡

２ この表において ｢食事療養費の告示｣ とは､

平成６年厚生省告示第237号 (入院時食事療養

費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基

準) をいう｡

３ この表において ｢医療の告示｣ とは､ 平成６



附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡

鳥取県病院局財務規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 坂 出 徹

鳥取県病院局管理規程第６号

鳥取県病院局財務規程の一部を改正する規程

第１条 鳥取県病院局財務規程 (平成７年鳥取県病院局管理規程第12号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項 (以下この条において ｢削除項｣ という｡ ) を削り､ 同

表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項 (以下この条において ｢追加項｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (削除項を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣ という｡) に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (追加項を除く｡ 以下この条において ｢改正後部分｣ という｡)

が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場

合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加え

る｡
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年厚生省告示第72号 (老人保健法の規定による

医療に要する費用の額の算定に関する基準) を

いう｡

４ この表において ｢老人食事療養費の告示｣ と

は､ 平成６年厚生省告示第253号 (老人入院時

食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に

関する基準) をいう｡

改 正 後 改 正 前

(管理者の事務委任)

第２条 病院事業の管理者 (以下 ｢管理者｣ という｡)

は､ 次の各号及び次条各号に掲げる事務を除き､ 病

院局における財務に関する事務を局長又は病院長に

委任する｡

(１)及び(２) 略

(３) 工事の起工の決定 (請負契約の対象となる部

分に係る設計金額 (次号において ｢請負対象設計

金額｣ という｡) が建築工事にあっては１件１億

円未満の場合､ 設備工事にあっては１件2,000万

円未満の場合を除く｡ )

(４) 工事請負契約の締結 (請負対象設計金額が建

(管理者の事務委任)

第２条 病院事業の管理者 (以下 ｢管理者｣ という｡)

は､ 次の各号及び次条各号に掲げる事務を除き､ 病

院局における財務に関する事務を局長又は病院長に

委任する｡

(１)及び(２) 略

(３) 工事の起工の決定 (請負対象設計金額１件

500万円未満の場合を除く｡)

(４) 工事請負契約の締結 (請負対象設計金額１件
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築工事にあっては１件１億円未満の場合､ 設備工

事にあっては１件2,000万円未満の場合を除く｡)

(５)～(７) 略

第３条 管理者は､ 次の各号に掲げる事務を企業出納

員に委任する｡

(１) 小切手の振出し及び資金交付書の発行に関す

ること｡

(２)～(５) 略

(小切手)

第24条 出納員は､ 小切手を振り出したときは､ 直ち

に小切手振出通知書 (様式第22号) により､ 取扱金

融機関に通知しなければならない｡

(口座振替による支払)

第27条 出納員は､ 第23条第２項の規定により､ 債権

者の指定する預金口座に口座振替の方法により支払

うときは､ 資金交付書 (様式第22号の２) に支払依

頼書 (様式第22号の３) を添え､ これを取扱金融機

関に交付しなければならない｡

(隔地払)

第29条 出納員は､ 隔地の債権者に支払をしようとす

るときは､ 資金交付書に送金依頼書 (様式第23号)

を添え､ これを取扱金融機関に交付しなければなら

ない｡

２ 略

(支払事務)

第37条 取扱金融機関は､ 出納員が振り出した小切手

又は第27条の規定により交付された資金交付書 (第

５項において ｢資金交付書｣ という｡) により支払

事務を行わなければならない｡

２ 略

３ 取扱金融機関は､ 第１項の小切手が次の各号のい

ずれかに該当するときは､ 支払を停止し､ 直ちに出

納員に通知してその指示を求めなければならない｡

500万円未満の場合を除く｡)

(５)～(７) 略

第３条 管理者は､ 次の各号に掲げる事務を企業出納

員に委任する｡

(１) 小切手を振り出すこと｡

(２)～(５) 略

(小切手)

第24条 支出は､ すべて小切手により行うものとする｡

２ 出納員は､ 小切手を振り出したときは､ 直ちに小

切手振出通知書 (様式第22号) により､ 取扱金融機

関に通知しなければならない｡

(口座振替による支払)

第27条 出納員は､ 第23条第２項の規定により､ 債権

者からその債権者の指定する預金口座に口座振替の

方法により支払うときは､ 取扱金融機関を受取人と

する小切手を振り出し､ その表面余白に ｢銀行振込｣

の印を押し､ 銀行振込通知書を添え､ これを取扱金

融機関に交付しなければならない｡

(隔地払)

第29条 出納員は､ 隔地の債権者に支払をしようとす

るときは､ 取扱金融機関を受取人とする小切手を振

り出し､ その表面余白に ｢隔地払｣ の印を押し､ 送

金依頼書 (様式第23号) を添え､ これを取扱金融機

関に交付しなければならない｡

２ 略

(支払事務)

第37条 取扱金融機関は､ 出納員が振り出した小切手

により支払事務を行わなければならない｡

２ 略

３ 取扱金融機関は､ 第１項の小切手が次の各号の一

に該当するときは､ 支払を停止し､ 直ちに出納員に

通知してその指示を求めなければならない｡



第２条 鳥取県病院局財務規程の一部を次のように改正する｡

様式第７号を次のように改める｡

(様式第７号)

固 定 資 産 台 帳
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(１)～(７) 略

４ 略

５ 取扱金融機関は､ 資金交付書の交付を受けたとき

は､ 普通預金から資金を払い出して債権者に支払い

をし､ 出納事務終了後速やかに支払日計表を出納員

に送付しなければならない｡

(１)～(７) 略

４ 略

資 産 種 類
固定
資産
番号

資 産 名 称

取 得 価 額 取得年月日 所 在 地

補助金等非

償却対象額
耐 用 年 数 取 得 原 因

残 存 価 額 償 却 率 保 管 箇 所

整
理
科
目

項

年間償却額 償却限度額 工 事 番 号 目

構造､ 形状

寸法､ 能力

及 び 用 途

図 面 番 号 節

そ の 他

年月日 摘 要

帳簿原価
減価償却累計額

帳簿

価額

処 分
借 方 貸 方 残 高

数

量

金

額

数

量

金

額

数

量

金

額
借方 貸方 累計 金額 損(△)益



様式第22号の次に次の２様式を加える｡

(様式第22号の２)

資 金 交 付 書

上記のとおり資金を交付します｡

年 月 日

企業出納員 氏 名 �

鳥取県病院事業出納取扱金融機関 銀行 支店

支店長 氏 名 様

(様式第22号の３)

支 払 依 頼 書

(出納員→取扱店)

№
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交 付 総 額 円

支 払 日 年 月 日

支 払 総 額 円

支 払 日 年 月 日

納 付 書 払 口座振替払 隔 地 払 合 計

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額



上記のとおり債権者に支払ってください｡

年 月 日

企業出納員 氏 名 �

鳥取県病院事業出納取扱金融機関 銀行 支店

支店長 氏 名 様

附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡

病院局企業職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する｡

平成18年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 坂 出 徹

鳥取県病院局管理規程第７号

病院局企業職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する規程

病院局企業職員の給与の特例に関する規程 (平成17年鳥取県病院局管理規程第２号) の一部を次のように改正

する｡

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢移動条｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄

中条の表示に下線が引かれた条 (以下 ｢移動後条｣ という｡) が存在する場合には､ 当該移動条を当該移動後条

とし､ 移動条に対応する移動後条が存在しない場合には､ 当該移動条 (以下 ｢削除条｣ という｡) を削る｡

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目 (以下 ｢削除別表細目｣ という｡) を削

る｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示､ 削除条及び削除別表細目を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ と

いう｡) に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が

存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合に

は､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

(給料月額の特例)

第２条 平成17年４月１日から平成20年３月31日まで

の間 (以下 ｢特例期間｣ という｡) における鳥取県

病院局企業職員の給与に関する規程 (平成７年鳥取

県病院局企業管理規程第７号｡ 以下 ｢給与規程｣ と

いう｡) の適用を受ける職員 (任期付職員の採用等

に関する条例 (平成14年鳥取県条例第67号｡ 以下

｢任期付職員条例｣ という｡) 第２条第１項の規定に

(給料月額の特例)

第２条 平成17年４月１日から平成20年３月31日まで

の間 (以下 ｢特例期間｣ という｡) における鳥取県

病院局企業職員の給与に関する規程 (平成７年鳥取

県病院局企業管理規程第７号｡ 以下 ｢給与規程｣ と

いう｡) の適用を受ける職員 (任期付職員の採用等

に関する条例 (平成14年鳥取県条例第67号｡ 以下

｢任期付職員条例｣ という｡) 第２条第１項の規定に
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より任期を定めて採用された職員(以下 ｢病院局特

定任期付職員｣ という｡) を除く｡ 以下 ｢職員｣ と

いう｡) の給与月額は､ 給与規程第３条第１項及び

第３項､ 給与規程第５条第１項の規定によりその例

によることとされる職員の給与に関する条例 (昭和

26年鳥取県条例第３号｡ 以下 ｢給与条例｣ という｡)

第４条第11項､ 給与規程第５条第２項の規定により

その例によることとされる現業職員の給与に関する

規則 (昭和32年鳥取県規則第46号) 第３条の２第４

項及び第５項並びに鳥取県病院局企業職員の給与に

関する規程の一部を改正する規程 (平成17年鳥取県

病院局管理規程第６号) 附則第７項の規定にかかわ

らず､ これらの規定により定められた額 (以下 ｢給

料基礎額｣ という｡) から当該額に次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ､ 当該各号に定める割合 (以下

｢特定割合｣ という｡) を乗じて得た額 (当該額に１

円未満の端数が生じたときは､ これを切り捨てた額)

を減じた額とする｡

(１) 管理職手当の支給を受ける職員のうちその支

給割合が100分の25であるもの 100分の５

(２) 別表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職

員のうち､ それぞれ同表の右欄に定める者に該当

するもの 100分の３

(３) 前２号に掲げる職員以外の職員 100分の４

２ 略

(管理職手当の額の特例)

第３条 略

(地域手当等の額の特例)

第４条 特例期間における職員の地域手当､ 期末手当

及び勤勉手当の額については､ 給与規程第26条の規

より任期を定めて採用された職員(以下 ｢病院局特

定任期付職員｣ という｡) を除く｡ 以下 ｢職員｣ と

いう｡) の給与月額は､ 給与規程第３条第１項及び

第３項､ 給与規程第６条第１項の規定によりその例

によることとされる職員の給与に関する条例 (昭和

26年鳥取県条例第３号｡ 以下 ｢給与条例｣ という｡)

第４条第11項､ 給与規程第６条第２項の規定により

その例によることとされる現業職員の給与に関する

規則 (昭和32年鳥取県規則第46号) 第３条の２第４

項及び第５項､ 鳥取県病院局企業職員の給与に関す

る規程の一部を改正する規程 (平成17年鳥取県病院

局管理規程第６号) 附則第７項並びに給与規程第

25条の規定によりその例によることとされる給与条

例第４条第５項の規定にかかわらず､ これらの規定

により定められた額 (以下 ｢給料基礎額｣ という｡)

から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ､

当該各号に定める割合 (以下 ｢特定割合｣ という｡)

を乗じて得た額 (当該額に１円未満の端数が生じた

ときは､ これを切り捨てた額) を減じた額とする｡

(１) 管理職手当の支給を受ける職員のうちその支

給割合が100分の25であるもの 100分の６

(２) 別表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職

員のうち､ それぞれ同表の右欄に定める者に該当

するもの 100分の４

(３) 前２号に掲げる職員以外の職員 100分の５

２ 略

(給料の調整額の特例)

第３条 特例期間における職員の給料の調整額は､ 給

与規程第５条第２項の規定にかかわらず､ 同項の規

定により定められた額から当該額に特定割合を乗じ

て得た額 (当該額に１円未満の端数が生じたときは､

これを切り捨てた額) を減じた額とする｡ ただし､

前条第２項各号に掲げる額の算出の基礎となる給料

の調整額は､ 給与規程第５条第２項の規定により定

められた額とする｡

(管理職手当の額の特例)

第４条 略

(調整手当等の額の特例)

第５条 特例期間における職員の調整手当､ 期末手当

及び勤勉手当の額については､ 給与規程第25条の規
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定にかかわらず､ 次の各号に掲げる職員の区分に応

じ､ 当該各号に定める者の例による｡

(１)～(３) 略

(病院局特定任期付職員の給与の額の特例)

第５条 特例期間における病院局特定任期付職員の給

料月額は､ 給与規程第３条第１項及び給与規程第

26条の規定によりその例によることとされる任期付

職員条例第７条第１項及び第３項の規定にかかわら

ず､ これらの規定に定める額から当該額に100分の

４を乗じて得た額を減じた額とする｡ ただし､ 第２

条第２項第１号に掲げる額の算出の基礎となる給料

月額は､ これらの規定に定める額とする｡

２ 特例期間における病院局特定任期付職員の特定任

期付職員業績手当の額は､ 給与規程第21条の２の規

定によりその例によることとされる任期付職員条例

第７条第４項の規定にかかわらず､ 同項に定める額

から当該額に100分の４を乗じて得た額を減じた額

とする｡

３ 特例期間における病院局特定任期付職員の地域手

当及び期末手当の額については､ 給与規程第26条の

規定にかかわらず､ 特例条例第９条第３項及び第４

項の規定の適用を受ける任期付職員条例第７条第１

項に規定する特定任期付職員の例による｡

別表 (第２条関係)

定にかかわらず､ 次の各号に掲げる職員の区分に応

じ､ 当該各号に定める者の例による｡

(１)～(３) 略

(病院局特定任期付職員の給与の額の特例)

第６条 特例期間における病院局特定任期付職員の給

料月額は､ 給与規程第３条第１項及び給与規程第

25条の規定によりその例によることとされる任期付

職員条例第７条第１項及び第３項の規定にかかわら

ず､ これらの規定に定める額から当該額に100分の

５を乗じて得た額を減じた額とする｡ ただし､ 第２

条第２項第１号に掲げる額の算出の基礎となる給料

月額は､ これらの規定に定める額とする｡

２ 特例期間における病院局特定任期付職員の特定任

期付職員業績手当の額は､ 給与規程第21条の２の規

定によりその例によることとされる任期付職員条例

第７条第４項の規定にかかわらず､ 同項に定める額

から当該額に100分の５を乗じて得た額を減じた額

とする｡

３ 特例期間における病院局特定任期付職員の調整手

当及び期末手当の額については､ 給与規程第25条の

規定にかかわらず､ 特例条例第９条第３項及び第４

項の規定の適用を受ける任期付職員条例第７条第１

項に規定する特定任期付職員の例による｡

別表 (第２条関係)

給 料 表 対 象 者 給 料 表 対 象 者

行政職給料表

その職務の級が１級である者の

うちその号給が38号給以下である

もの

行政職給料表 (１) その職務の級が１級である

者

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が５号給以下

であるもの

医療職給料表

(２)

(１) その職務の級が１級である

者のうちその号給が38号給以下

であるもの

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が14号給以下

であるもの

医療職給料表

(２)

(１) その職務の級が１級である

者のうちその号給が11号給以下

であるもの

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が５号給以下

であるもの

医療職給料表

(３)

(１) その職務の級が１級である

者のうちその号給が38号給以下

医療職給料表

(３)

(１) その職務の級が１級である

者のうちその号給が11号給以下



附 則

この規程は､ 平成18年４月１日から施行する｡

病 院 局 訓 令

鳥取県病院局訓令第１号

鳥取県病院局文書等管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡

平成18年３月31日

鳥取県営病院事業管理者 坂 出 徹

鳥取県病院局文書等管理規程の一部を改正する訓令

鳥取県病院局文書等管理規程 (平成７年鳥取県病院局企業訓令第２号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡
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であるもの

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が22号給以下

であるもの

であるもの

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が７号給以下

であるもの

現業職給料表

その職務の級が１級である者の

うちその号給が38号給以下である

もの

現業職給料表 (１) その職務の級が１級である

者

(２) その職務の級が２級である

者のうちその号給が５号給以下

であるもの

改 正 後 改 正 前

(定義)

第２条 この規程において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１)～(６) 略

(７) 電子申請等システム 電子計算機を利用して､

電磁的方法により文書等の収受､ 起案､ 決裁､ 保

存､ 廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の

総合的な管理等を行う情報処理システム (電子計

算機及びプログラムの集合体であって､ 情報処理

(定義)

第２条 この規程において､ 次の各号に掲げる用語の

意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

(１)～(６) 略

(７) 電子申請等システム 電子計算機を利用して､

電磁的方法により文書等の収受､ 起案､ 決裁､ 保

存､ 廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の

総合的な管理等を行う情報処理システム (電子計

算機及びプログラムの集合体であって､ 情報処理



附 則

この訓令は､ 平成18年４月１日から施行する｡
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の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう｡)

で､ 知事部局総務部政策法務室 (鳥取県行政組織

規則 (昭和39年鳥取県規則第13号) 第６条に規定

する政策法務室をいう｡) が所管するもの (｢電子

申請・総合文書管理・電子決裁システム｣ と呼称

する｡) をいう｡

の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう｡)

で､ 知事部局総務部総務課 (鳥取県行政組織規則

(昭和39年鳥取県規則第13号) 第６条に規定する

総務課をいう｡) が所管するもの (｢電子申請・総

合文書管理・電子決裁システム｣ と呼称する｡)

をいう｡
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